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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
東
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本
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い
て
の
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て
の
発
言
の
真
意
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に
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す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
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答
弁
書

一
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
六
月
十
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
二
四
号
。
以
下
「
先
の
答
弁
書

」
と
い
う
。
）
一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
内
容
で
明
確
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

前
回
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
三
年
六
月
十
日
提
出
質
問
第
二
四
〇
号
）
五
及
び
六
の
質
問
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書

（
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
四
〇
号
）
二
、
三
、
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、

平
成
二
十
三
年
六
月
二
日
午
後
の
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
に
お
け
る
記
者
会
見
等
の
菅
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
全
体
の
文
脈
か

ら
明
確
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

一



菅
内
閣
と
し
て
は
、
東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応
を
含
め
、
各
般
の
施
策
に
全
力
で
取
り
組
み
、
着
実
に
処
理
し
て
き
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

七
に
つ
い
て

菅
内
閣
と
し
て
は
、
菅
内
閣
総
理
大
臣
及
び
閣
僚
に
よ
る
訪
日
外
国
要
人
と
の
会
談
、
閣
僚
に
よ
る
外
国
訪
問
等
に
よ
り

外
交
案
件
を
着
実
に
処
理
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

二


